
 

 
 
 

アダプトとは「養子縁組をする」という意味 

です。 

長野県では、平成 15 年度から「信州ふる 

さとの道ふれあい事業」としてアダプトシステ 

テムを本格実施しました。 

地域住民団体、企業、学校等が道路の里親 

となり、里親・市町村・建設事務所による三者 

協定に基づき、里親はボランティアで美化活 

動等を行い、市町村・建設事務所は里親の活 

動を支援します。 

平成 24 年１２月１０日現在、２７８団体 

(23,７０４人)が協定を締結し活動しています。                             

 
 
 
 
   

  道路愛護活動を行っている里親を支援 

するために花苗、安全ベスト等の活動に 

必要な物品（年間 5 万円以上）を提供し 

ていただく制度です。  

 提供いただく物品に企業名表示をする 

こともできます。 

 また、県のホームページに企業名を掲 

示し、県民の皆さんに PR します。        

 
（安全ベスト例） 

 
 
 

 
 

 

三者協定 

里  親 

・ 清掃、草刈等の美化活動 

・ 花壇等の維持活動等 

県(建設事務所) 

・ 花苗、用具等の支給 

・ アダプトサイン 

(表示看板)の設置 

・傷害保険等への加入

市 町 村 

・ 連絡調整 

・ ゴミ処理 

アダプトシステムサポーター 

・ 花苗、安全ベスト等の物品の 

提供 

アダプトシステムとは 

アダプトシステムサポーターとは 

国道４０３号 須坂市春木町 

アダプト（春木町老人クラブ春寿会） 

 の皆様の活動様子 

アダプトシステム 

寄贈：○○会社 

問い合わせ先：維持管理課管理係 

TEL 026-245-1670(代表） 

  026-245-1671(直通) 

 


